
住民票の写しの取得方法

●住民票の写しの取得方法

1 提出書類  ：請求書（郵送等の場合は郵送請求書をご利用ください）

2 請求窓口 ：役場窓口

3 請求方法 ：窓口にて直接請求 又は 郵便にて請求

       （郵送等の場合は居住地の役所等へ請求してください）

4 必要なもの：本人又は代理人であることを確認できる書類

       （運転免許証、旅券等氏名が記載された書類等）

        代理人の場合、または別な世帯に住む姓の違う家族が請求する

        場合は本人直筆の委任状が必要です。

●第三者が請求する場合

1 必要なもの：請求理由が確認できる資料（契約書等）の写し

       窓口に来た人を確認できる書類（運転免許証、旅券、社員証等

       氏名が記載された書類等）

2 注意事項 ：請求理由によっては、交付できない場合があります。

●郵送請求の場合

  請求書と請求者のお名前を確認できる書類、返信用封筒・切手を同封して、住

所のある場所の役所に送付してください。

●手数料

１人分またはひとつの世帯の人数が５人まで      １通 ２００円

            世帯の人数が６人から１０人まで １通 ４００円

            世帯の人数が１１人～      １通 ５００円

●受付時間

月曜～金曜 午前８時３０分～午後５時

（土・日曜日、祝休日、１２月２９日～１月３日はのぞく）

●参考

住民票の写しには、「世帯全員の写し（住民票謄本）」及び「世帯一部の写し（住民

票抄本・ひとり分）」の２種類があります。

●送付・お問い合わせ先

富岡町役場健康福祉課 戸籍係   電話 0240-22-2111（代表）

  郵便局 〒979-1192 福島県双葉郡 富岡町役場戸籍係あて

メール便等 〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622-1 富岡町役場あて
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●送付先・お問い合わせ先

富岡町役場健康福祉課　戸籍係 電話　0240-22-2111（代表）

〒９７９－１１９２　福島県双葉郡　富岡町役場戸籍係

〒９７９－１１５１　福島県富岡町大字本岡字王塚622-1

住 民 票 等 交 付 請 求 書 郵送請求用

●請求する人のお名前と住所

電話番号

世帯主の氏名

）

請
求
者

自宅・携帯・勤務先・その他

●必要な人のお名前、使用する目的等

（明治・大正・昭和・平成

住所
＊日中ご連絡の取れる電話番号をお願いします。

印

郵便局

（１通２００円）

（１通２００円）

合　計*1～3の住民票は本人・同じ世帯の家族以外の人は請求すること

（１通２００円）

料金（郵便局の為替（切手印紙は不可）、もしくは現金書留にて送付してください）

（１通４００円）

（１通２００円）

（１通２００円）

・提出先

・使いみちは？（具体的に書いてください）

必要

必要

住民票*（謄本・世帯が11人以上）

料金は、各市町村によって変わる場合があります。事前に確認をお勧めします。

他に必要な書類

返信用封筒（返信用切手貼付、返信用宛名要記載）

請求者のお名前を確認できる書類
（運転免許証、旅券、顔写真の入った住民基本台帳カードや社員証等の写し）

その他（　

住民票記載事項証明書

外国人登録証明書

除　票（ひとり分のみの発行となります）

住民票*（謄本・世帯が5人まで）

住民票*（謄本・世帯が6人～10人）

必要

必要

＊請求者との関係が「その他」である場合は本人直筆の承諾書又は委任状が必要です。

世帯主・続柄
の表示

＊チェックがない場合は各項目を
省略して発行します。本籍の表示

メール便等

●住民票等請求内訳

住　　　　所 富岡町（大字）

ふりがな

請求者との関係 本人・夫・妻・子・孫・父母・祖父母・その他*（

証明を必要とする
人の氏名生年月日

はできません。

必要 必要 （１通５００円）

住民票（抄本・ひとり分の写し） 必要 必要


